
マヘ

封
と
性
質
を
同
じ
く
し
、
必
ず
し
も
綴
承
せ
し
め
る
一
く
を
得
た
。
之
よ
り
利
常
は
決
し
て
凶
に
就
か
な
か
一
廿
入
日
江
戸
に
生
ま
れ
、
初
名
謡
十
郎
・
頼
母
。
亭
和
一
年
周
は
詳
か
で
な
い
。
天
正
十
六
年
七
刃
十
五
日
の

を
裂
し
な
か
っ
た
鑓
で
あ
ら
う
。
闘
っ
て
家
康
は
之
一
っ
た
が
、
十
一
年
家
光
の
終
に
京
師
に
靭
せ
ん
と
す
一
元
年
入
居
廿
六
日
富
山
務
主
前
田
利
誕
の
養
子
と
な
一
書
翰
に
は
利
勝
と
あ
旬
、
十
七
年
八
用
サ
一
日
の
醤

を
利
光
に
奥
へ
、
そ
の
中
三
磁
石
を
分
か
っ
て
夫
人
一
る
に
先
だ
ち
、
四
局
下
旬
路
城
し
て
哲
〈
政
務
を
調
、
一
り
、
十
周
十
ご
日
家
督
相
鏡
、
十
二
用
十
六
日
従
五
一
一
翰
に
は
利
長
と
書
い
て
ゐ
る
ov
天
E
三
年
利
家
と
共

の
化
粧
料
に
笛
て
し
め
た
。
利
光
乃
ち
九
用
十
六
日
一
五
周
十
一
日
叉
江
戸
に
至
。
、
七
用
従
行
し
て
大
津
一
位
下
淡
路
守
に
叙
任
し
・
、
二
年
五
周
廿
入
日
入
部
、
一
に
越
前
府
中
に
移
旬
、
九
年
入
居
織
田
信
長
か
ら
父

駿
府
に
至
っ
て
家
康
に
縦
し
、
サ
三
日
江
戸
に
行
き
一
に
館
し
、
十
入
日
共
に
禁
闘
に
赴
い
て
天
機
を
奉
伺
一
三
年
十
二
用
十
六
日
従
四
位
下
に
陸
り
、
文
政
三
年
一
の
府
中
領
を
裂
が
し
め
ら
れ
た
。
十
年
利
長
上
洛
せ

て
秀
忠
に
請
し
、
左
近
衛
権
少
将
に
任
じ
、
十
周
期
一
し
、
八
用
大
津
よ
り
直
に
局
凶
し
た
o
十
二
年
正
周
一
十
ご
用
十
六
日
侍
従
に
任
じ
、
天
保
六
年
十
周
十
九
一
ん
と
し
て
安
土
に
歪
旬
、
六
周
二
日
そ
こ
を
渡
し
て

日
江
戸
を
渡
し
、
十
一
日
金
・
捕
に
蹄
城
し
た
。
こ
の
一
利
常
ま
た
江
戸
に
往
き
、
九
用
=
十
日
家
光
は
利
常
一
日
致
仕
、
七
年
七
周
ご
十
日
江
戸
に
於
い
て
卒
し
、
一
勢
多
に
建
し
た
が
、
信
長
櫛
死
の
鑓
報
を
得
、
直
に

周
盟
徳
二
氏
銭
を
生
じ
、
一
た
び
大
坂
の
降
伏
と
な
一
の
三
女
諸
姉
を
養
ひ
、
十
一
周
之
を
鹿
島
侯
浅
野
光
一
廿
六
日
渡
良
、
享
年
六
十
六
。
締
頭
部
長
闘
に
界
一
夫
人
の
潤
を
促
し
て
近
江
日
野
谷
な
る
務
生
氏
郷
の

り
、
翌
元
和
元
年
和
文
破
れ
て
迭
に
製
臣
民
の
滅
亡
一
成
に
嫁
せ
し
め
、
十
三
年
正
用
利
常
は
命
を
奉
じ
、
一
り
、
富
山
大
法
寺
を
菩
提
所
と
し
た
。
法
践
は
簸
昭
一
一
簡
に
置
き
、
後
府
中
に
鴎
ら
し
め
た
。
混
見
摘
潟
に

を
見
た
が
、
そ
の
雨
皮
の
役
に
利
光
は
大
に
戦
功
が
一
子
光
高
及
び
利
治
を
率
ゐ
て
江
戸
城
修
築
の
役
を
助
一
院
建
中
日
務
大
居
士
。
後
大
正
四
年
十
一
周
十
日
従
一
は
、
こ
の
時
夫
人
を
尾
張
の
前
回
奥
十
郎
に
預
け
た

あ
っ
た
か
ら
、
悶
六
周
十
九
日
参
議
に
進
め
ら
れ
た
o
一
け
、
自
ら
揚
に
臨
ん
で
工
を
督
し
た
。
十
六
年
六
周
一
三
位
を
鐘
脂
せ
ら
る
。
一
と
し
て
ゐ
る
。
十
一
年
ご
用
柴
悶
勝
家
は
羽
柴
秀
吉

三
年
=
一
周
利
光
江
戸
に
観
し
、
秀
忠
は
ヤ
乱
用
十
三
日
一
二
十
日
利
常
致
仕
し
て
家
を
光
高
に
識
り
、
又
利
次
・
一
マ
ヘ
ダ
ト
シ
ト
ヨ
前
田
利
盟
加
賀
滞
臣
。
初
一
と
職
は
ん
鑓
兵
を
近
江
に
出
し
た
時
、
利
長
こ
れ
が

公
式
に
滞
邸
に
臨
み
、
六
年
正
用
命
を
受
け
て
大
坂
一
利
治
に
分
封
し
、
自
ら
一
一
十
嵐
石
を
養
老
封
と
す
る
一
部
利
貞
。
遺
構
乙
松
丸
・
七
兵
衛
・
備
前
。
前
回
利
家
一
先
鋒
と
な
っ
た
。
甫
庵
太
閤
記
に
銭
れ
ば
、
利
長
は

城
修
築
の
事
に
詰
っ
た
。
八
年
七
周
利
光
の
夫
人
逝
て
」
と
を
許
さ
れ
、
小
松
城
を
認
姿
と
定
め
て
大
に
工
一
の
六
男
。
慶
長
三
年
三
局
十
六
日
伏
見
に
生
ま
る
。
一
関
ヶ
原
附
廷
に
進
ん
で
政
火
し
た
と
あ
る
が
、
こ
れ

去
し
て
天
徳
院
と
越
せ
ら
れ
た
。
九
年
七
用
徳
川
家
一
を
起
さ
し
め
た
。
十
七
年
三
局
廿
八
日
家
光
底
を
近
一
母
は
港
正
院
。
初
め
紳
谷
守
挙
に
養
は
れ
て
紳
谷
氏
一
は
三
周
十
日
木
，
本
・
商
用
の
放
火
に
興
っ
た
の
を
観

光
京
師
に
朝
し
、
征
英
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
、
利
光
一
郊
に
政
ち
、
廊
崎
本
郷
邸
に
臨
ん
だ
の
で
、
利
常
は
一
を
胃
し
、
十
六
年
前
田
利
常
に
召
さ
れ
、
五
百
石
を
一
偲
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
阪
に
し
て
四
用
サ
一
日
柴

亦
之
に
従
ひ
、
箆
永
三
年
七
局
家
光
の
再
び
上
格
し
一
児
小
姓
を
踊
子
と
し
て
そ
の
舞
踏
を
台
覧
に
供
し
、
一
賜
う
て
前
田
氏
に
復
し
、
十
九
年
大
坂
前
役
に
従
う
一
回
勢
敗
れ
、
利
長
は
利
家
と
共
に
府
中
に
背
滋
し
た

た
時
、
利
光
は
本
凶
寺
に
館
し
、
八
用
十
九
日
従
一
一
二
腐
傑
を
供
へ
て
之
を
饗
し
た
。
次
い
で
四
用
十
三
日
一
て
近
江
大
棒
に
歪
り
、
五
千
石
を
加
賜
せ
ら
れ
、
再
一
が
、
翌
日
秀
吉
と
の
和
成
る
に
及
び
、
ま
た
秀
吉
ロ
に

位
磁
中
納
言
に
陸
旬
、
九
用
六
日
天
皇
の
こ
僚
械
に
一
家
光
の
日
光
容
穏
に
従
ひ
、
廿
一
日
本
郷
邸
に
還
一
役
に
も
亦
加
っ
た
。
六
年
入
居
一
一
日
夜
、
享
年
二
十
一
従
う
て
加
賀
に
入
っ
た
。
是
を
以
て
戦
後
秀
吉
は
利

幸
し
給
う
た
時
之
に
庖
従
し
奉
っ
た
。
六
年
三
足
利
一
・
り
、
六
周
七
日
江
戸
を
渡
し
、
サ
一
日
小
松
城
に
入
一
三
、
法
脱
江
周
院
、
野
悶
山
に
葬
る
。
一
長
に
石
川
郡
松
任
回
高
石
を
奥
へ
、
府
中
の
前
領
を

光
は
江
戸
に
赴
き
、
四
局
サ
コ
一
日
肥
前
守
と
稽
し
、
一
っ
た
。
然
る
に
正
保
ご
年
光
高
卒
し
た
る
を
以
て
、
一
マ
ヘ
ダ
ト
シ
ナ
カ
前
田
利
極
大
嬰
寺
務
主
第
一
除
い
た
。
十
二
年
九
用
佐
々
成
政
の
末
森
城
を
襲
う

簡
を
利
常
と
改
め
、
サ
六
日
家
光
の
臨
第
を
辿
へ
、
一
利
常
は
再
び
孫
綱
利
ハ
後
綱
紀
〉
の
政
を
濁
し
た
が
、
一
十
代
。
利
之
の
二
男
、
母
は
智
仙
院
。
文
化
九
年
十
一
た
時
、
利
長
は
利
家
と
共
に
急
に
赴
援
し
て
成
政
を

サ
九
日
秀
忠
の
来
相
仰
を
得
た
。
然
る
に
入
年
七
局
秀
一
高
治
元
年
網
利
夫
人
の
入
奥
と
、
江
戸
城
天
守
誕
築
一
周
サ
一
日
江
戸
に
生
ま
る
。
幼
名
鍛
太
郎
。
天
保
ご
一
返
却
せ
し
め
、
十
三
年
ご
用
利
家
が
そ
の
臣
村
井
長

忠
は
疾
ん
だ
の
で
、
利
常
は
江
戸
に
至
っ
て
之
を
紡
一
詣
助
役
と
の
事
を
終
へ
、
九
用
品
"
三
日
小
松
に
鴎
り
二
年
十
ご
周
十
六
日
従
五
位
下
駿
河
守
に
叙
任
し
、
入
一
顧
を
し
て
越
中
蓮
沼
を
攻
め
し
め
た
時
、
利
長
は
ま

ひ
、
八
用
闘
に
就
い
た
が
、
同
居
臣
邸
子
弟
の
強
健
一
十
周
十
一
日
玄
猪
の
祝
宴
を
接
げ
、
そ
の
夜
丑
刻
随
一
年
二
周
十
三
日
家
督
相
綴
、
入
居
廿
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